
土
地
改
良
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

最
近
の
農
業
・
農
村
を
取
り
巻
く
情
勢
変
化
の
中
で
、
土
地
改
良
事
業
が
、
良
好
な
営
農
条
件
を
備
え
た
農
地
・
農
業
用
水

の
確
保
と
有
効
利
用
を
通
じ
て
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
、
食
料
自
給
率
・
食
料
自
給
力
の
維
持
向
上
、
農
村
地
域
の
活
性

化
、
国
土
の
保
全
、
防
災
・
減
災
等
に
果
た
す
役
割
は
一
層
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

都
道
府
県
が
、
農
地
中
間
管
理
機
構
が
農
地
中
間
管
理
権
を
有
す
る
農
用
地
を
対
象
と
す
る
申
請
に
よ
ら
な
い
土
地
改
良

事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
と
の
調
和
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
整
備
さ
れ
た
農
用
地
が
確

実
か
つ
円
滑
に
担
い
手
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
よ
う
指
導
・
助
言
を
行
う
こ
と
。

二

農
業
者
の
費
用
負
担
を
求
め
な
い
土
地
改
良
事
業
の
実
施
に
際
し
て
は
、
事
業
要
件
の
適
合
性
に
つ
い
て
透
明
性
を
確
保

し
な
が
ら
、
農
業
者
の
費
用
負
担
を
要
す
る
従
前
か
ら
の
事
業
と
の
間
で
不
公
平
感
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
既
存
事

業
に
お
け
る
農
業
者
の
費
用
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
農
業
者
の
経
営
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
、
検
討
を
進
め
、
そ
の
実
質

的
な
軽
減
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
農
地
転
用
防
止
措
置
の
厳
格
な
運
用
を
図
る
こ
と
。

三

農
業
者
か
ら
の
申
請
に
よ
ら
ず
、
農
業
者
の
同
意
を
求
め
ず
に
実
施
す
る
土
地
改
良
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
混
乱
を



招
か
な
い
よ
う
、
事
前
に
十
分
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
丁
寧
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
た
め
池
等
の
農
業
用
用

排
水
施
設
の
耐
震
化
を
目
的
と
し
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
対
象
が
必
要
以
上
に
絞
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
弾
力

的
な
運
用
を
図
る
こ
と
。

四

農
業
農
村
整
備
事
業
関
係
予
算
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
の
事
業
だ
け
で
な
く
、
防
災
・
減
災

対
策
に
係
る
事
業
を
は
じ
め
、
農
村
現
場
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
事
業
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


